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職場での熱中症対策義務

化 

◆改正の概要 

近年の猛暑や職場での熱中

症による死傷災害の増加を受

け、職場での熱中症対策が法

的義務として強化されていま

す。具体的には、令和７年６月

１日、職場における熱中症対

策の義務化を含む、改正労働

安全衛生規則が施行されまし

た。 

対象となるのは、「ＷＢＧＴ

（暑さ指数）28℃以上または

気温 31℃以上の環境で、１時

間以上または１日４時間を超

えての実施」が見込まれる作

業です。これについて、熱中症

の重篤化を防止するため「体

制整備」「手順作成」「関係者

への周知」が事業者に義務付

けられました。 

◆主な義務内容 

・報告体制の整備と周知：「熱

中症の自覚症状がある作業

者」や「熱中症のおそれがあ

る作業者を見つけた者」が

その旨を報告するための体

制整備および関係作業者へ

の周知。 

※報告を受けるだけでな

く、最適温度管理バディ

制の採用、ウェアラブル

デバイス等の活用や労働

環境内での冷却装置等に

より、熱中症の重症状が

ある作業者を積極的に把

握するように努める。 

・重篤化防止措置の準備と周

知：熱中症のおそれがある

労働者を把握した場合に迅

速かつ的確な判断が可能と

なるよう、①事業場におけ

る緊急連絡網、緊急搬送先

の連絡先および所在地等、

②作業離脱、身体冷却、医療

機関への搬送等熱中症によ

る重篤化を防止するために

必要な措置の実施手順の作

成および関係作業者への周

知。 

これらの措置を怠った場

合、６カ月以下の拘禁刑また

は 50万円以下の罰金が科され

る可能性があります。従業員

の命を守るためにも、また法

令遵守のためにも、今後は作

業環境の見直しや従業員への

教育・訓練の実施がより一層

重要となります。 

詳細は、厚生労働省のパン

フレット・リーフレットをご

参照ください。 

【厚生労働省「職場における

熱中症対策の強化について」】 

https://www.mhlw.go.jp/con

tent/11303000/001476824.pd
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年休取得義務化６年目の

現状 

～厚生労働省「労働時間制

度等に関する実態調査結

果」より 

年次有給休暇のうち年５日

の時季指定義務が法定されて

から６年が経過しました。厚生

労働省の調査によると、時季指

定義務の運用方法は次のよう

な割合（10 人未満事業所を除

く）になっています。 

① 切替始めに計画年休制

度 に よ り 年 ５ 日 を 指 定 

16.3％ 

② 労働者の意見を聞いた

上で使用者が年５日を指定 

14.2％ 

③ 労働者の取得に委ねて

年 ５ 日 取 得 で き て い る 

62.0％ 

④ 労働者の意見を聞かず

に 使 用 者 が 年 ５ 日 を 指 定 

1.9％ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑤ 指定できておらず、年５

日取得できていない 3.4％ 

◆制度運用の課題 

企業規模別では、「企業規模

300～499 人」では①が 38.4％

と他の企業規模（10 人未満を

除く）の平均より約３倍も多く

なっている一方、⑤が 9.1％と

約 4 倍も多いことです。つま

り、300～499 人規模の企業で

は年間計画を立てている企業

が多い一方、年５日取得できて

いない労働者がいる企業も多

いということです。 

これは、従業員が増えること

で管理が難しくなることを示

しています。管理のためには制

度化が必要ですが、一方で計画

を立てすぎると柔軟な運用が

難しくなり、現場の納得感も得

られにくくなります。制度の運

用方法を見直す際は、こうした

点に留意することが重要です。 

◆消滅年休の活用 

また、２年の時効を迎えた年

次有給休暇については、「その

まま消滅」としている企業が

60.0％と多数を占める一方、

「特別休暇等として積み立て

ている」企業は 6.6％にとどま

っています。こうした有効活用

の取組みは、企業の魅力向上に

もつながる可能性があります。 

現在、人手不足や採用難が深

刻化しており、今後は介護離職

による労働力不足も懸念され

ています。対策として、介護な

どの理由で年休を有効活用で

きる制度の導入を検討してみ

てはいかがでしょうか。 

【厚生労働省「労働時間制度等

に関する実態調査結果につい

て（概要）」】 

https://www.mhlw.go.jp/conte

nt/11201250/001491863.pdf 

７月の税務と労務の手続

期限［提出先・納付先］ 

10 日 

○ 健保・厚年の報酬月額算

定基礎届の提出期限［年

金事務所または健保組

合］＜７月１日現在＞ 

○ 源泉徴収税額・住民税特

別徴収税額の納付［郵便

局または銀行］ 

○ 特例による源泉徴収税額

の納付＜１月～６月分＞

［郵便局または銀行］ 

○ 雇用保険被保険者資格取

得届の提出［公共職業安

定所］＜前月以降に採用

した労働者がいる場合＞ 

○ 労働保険の今年度の概算

保険料の申告と昨年度分

の確定保険料の申告書の 

提出期限＜年度更新＞

［労働基準監督署］ 

○ 労働保険料の納付＜延納

第１期分＞［郵便局また

は銀行］ 

15 日 

○ 所得税予定納税額の減額

承認申請＜６月 30 日の

現況＞の提出［税務署］ 

○ 障害者・高齢者雇用状況

報告書の提出［公共職業

安定所］ 

31 日 

○ 所得税予定納税額の納付

＜第１期分＞［郵便局ま

たは銀行］ 

○ 労働者死傷病報告の提出

［労働基準監督署］＜休

業４日未満、４月～６月

～当事務所より一言～ 

今年も折り返しました。

頑張らないといけません

が「まあ、暑い、暑い      」 

ですね。梅雨もなかったよ

うなもんだし、たまらん    

皆様も熱中症に気を付

けて無理はなさらず、乗り

切って下さい。 

   

 

分＞ 

○ 健保・厚年保険料の納付［郵

便局または銀行］ 

○ 健康保険印紙受払等報告書

の提出［年金事務所］  

○ 労働保険印紙保険料納付・

納付計器使用状況報告書の

提出［公共職業安定所］ 

○ 外国人雇用状況の届出（雇

用保険の被保険者でない場

合）＜雇入れ・離職の翌月末

日＞［公共職業安定所］ 

○ 固定資産税・都市計画税の

納付＜第 2 期＞［郵便局ま

たは銀行］ 

※都・市町村によっては異なる

月の場合がある。 

 


